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様式第３号    会 議 録 

会 議 名 

（審議会等名） 
平成２７年度 第２回 川西市健康づくり推進協議会 

事 務 局 

(担 当 課) 
健康福祉部健康づくり室  内線（４５３０）            

開催日時 平成２７年１１月５日（木）午後１時３０分～午後２時３５分 

開催場所 川西市医師会医療会館 

出 
 

席 
 

者 

委 員 

（敬称略）  

藤末 洋    杉町 正光   松浦 孝治   今西 要 

井関 義弘   川井 康男   江見 輝男   多久和 桂子 

藤原 政嘉   臼井 達矢   日下 厚子   横谷 弘務 

寳田 順子   田川 幸子   山上 和美 

その他                        

事務局 健康福祉部健康づくり室 

 根津部長・小倉室長・山内参事・池田主幹・松本主幹・坂上副主幹・ 

曽野副主幹・米田主査・森主査・北田主任保健師 

傍聴の可否   可    傍聴者数 ０人        

傍聴不可・一部不

可の場合は、その

理由 

                                            

会議次第 別添「審議経過」のとおり 

会議結果 別添「審議経過」のとおり 



 
 

2 

審 議 経 過 
第２回 川西市健康づくり推進協議会 審議経過（要旨） 

平成２７年１１月５日     

午後１時３０分～２時３５分   

川西市医師会医療会館 

        

 

 

出席者：１５名（欠席者：７名）  

 

［会議次第］  

１  開会 

２  委嘱辞令交付 

３  市長挨拶 

４  委員自己紹介 

５  会長・副会長の選出 

６  会長挨拶 

７  諮問 

８  協議事項 

   ①（仮称）川西市健幸まちづくり条例の制定について 

   ②協議の進め方とスケジュールについて 

   ③（仮称）健幸まちづくり条例（素案）要綱の概要について 

９  その他 

１０ 閉会 
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議事 
 
それではみなさまよろしくお願いいたします。本日の協議事項は３つございます。忌憚

のないご意見を、川西市のために貴重なご意見を賜りたいと思っておりますのでよろしく
お願いします。 
それでは、本日の協議事項の①「（仮称）川西市健幸まちづくり条例の制定について」、

事務局より説明願います。 
資料に沿ってご説明申し上げます。 
まず、１．条例制定への取り組みに至る背景でございます。先ほどの市長挨拶にもござ

いましたが、急速な高齢化の進展、疾病構造の変化等、市民の皆さんの健康を取り巻く環
境は大きく変化しておりまして、お一人おひとりが、心豊かにいきいきと暮らしていくた
めには、単に長寿であるだけでなく、いかにして健康で過ごすことができる期間を長く保
つことができるかが大きな課題となっています。 
こうした中、本市では「健幸」、健康で幸せと表しますが、これをまちづくりの基本に据

えた、新しい都市モデルの構築を目指す「スマートウェルネスシティ首長研究会」に加入
いたしまして、先進的な全国の自治体との情報共有を図るとともに、運動を習慣づけるき
っかけとなる「健幸マイレージ」などの新たな取り組みもはじめているところです。 
また、活力ある健康長寿社会の実現を目指す産官学の有志により発足した「スマートウ

エルネスコミュニティ協議会」に、今年7月の設立時より加入したところでもあります。加
えまして、国会では、健康長寿社会形成基本法案の策定に向けた動きもございます。 
今まさに、健康の増進等に対する取り組みの重要性がますます増大するとともに、より

幅広い「健幸まちづくり」の視点からの取り組みの必要性が求められているところでござ
いまして、条例制定にあたり、本日、諮問がなされたものでございます。 
次に、２．条例制定の目的でございます。 
１つ目には、市の健幸まちづくりの推進に関する基本理念を明らかにするとともに、市

民の皆さん等の役割や市の責務、市の施策の基本となる事項を定め、健幸まちづくりに関
する施策を総合的かつ計画的に推進し、活力ある健康長寿社会の実現に寄与することを目
的としています。 
そして２つ目には、（仮称）健幸まちづくり条例の制定に向けての議論を進めていくこと

により、市民の皆さんの健幸まちづくりに対する気運が高まり、各々の意識が醸成されて
いくことが期待される点でございます。 
言い換えますと、条例の制定は、市の姿勢を明確に示し、施策の持続性の担保となるもの
と考えます。また、市民の皆さんの総意形成と意識改革につながるものと考えます。 
以上、協議事項①についての説明とさせていただきます。 
ありがとうございました。 

 先ほど市長さんから諮問をうけました「（仮称）川西市健幸まちづくり条例の制定」につ
いて審議していきたいと思います。ただいまご説明にありましたことにつきまして、どな
たかご意見ございませんでしょうか。 
 この条例の対象者となる方々はどのように考えたらよろしいでしょうか。健康長寿社会
ということで、川西も高齢化が進んでいますので、ターゲットは高齢者ということになる
のだと思いますが、若い方や子どもの健康も含めて考えていくのか、その対象を教えてい
ただきたいと思います。 
要綱の中でも「ライフステージ」という形で表記しております。対象としますのは、お

っしゃるとおり、中心となるのはある程度ご年齢のいかれた方ですが、この条例の対象と
しましてはもう少し幅広く、ライフステージを見据えてこの条例の対象者として参りたい
と考えております。 
ありがとうございます。ライフステージ、全ての市民に必要な健康条例だということで

すね。もう一つ、今までは、特定高齢者という言葉がございますけれども、最近ではフレ
イルとか虚弱とかいう体力の弱った高齢者がおられます。それから、健康な高齢者もおら
れまして、介護保険を利用される方は２割弱でして健康な方が８割おられると。そういっ
たことを含めて両方の面からもすべての人を対象にするという考えでよろしいですね。 
はい。 
他にご意見ございませんでしょうか。またありましたらおっしゃってください。 
それでは、協議事項の②番、「協議の進め方とスケジュールについて」、事務局の方から

ご説明よろしくお願いします。 
失礼します。協議事項②の協議の進め方とスケジュールについては、互いに関連してお

りますため、一括して、ご説明させていただきます。 
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まず協議の進め方についてでございます。 
この後のスケジュールにも関連してまいりますが、条例に係る答申をいただくまでに、

月１度くらいのペースで何度かお集まりいただく必要があろうかと、事務局では考えてお
ります。 
このペースで全員の委員の皆様方にお集まりいただくということも、なかなか難しいも

のがあるのではないかと思っておりまして、そこで、協議会規則第８条に基づき、条例に
関しご協議いただく専門部会を設けていただき、事務局が作成しました条例（素案）要綱
を基に、ご協議賜われたらと考えております。 
また、専門部会の構成は、委員の皆様の中から会長が指名する委員で構成することとさ

れています。 
そこで、恐れ入りますが、資料６の協議会の委員名簿をご覧いただきたいのですが、 
事務局の案としては、名簿の区分によりご説明しますと、「医療関係団体の代表者」の区

分の委員の方より３名、医師会様、歯科医師会様、薬剤師会様より各１名になります。そ
して、「学識経験者の区分」の委員の方 ３名、また、「市長が特に必要と認める者」の区
分の委員の方 ６名の１２名の委員の皆様で構成いただければと考えております。 
次に、スケジュールについてでございます。 
お手数をおかけしますが、資料２の条例制定スケジュール（案）をご覧ください。 
重ねて、大変僭越ではございますが、事務局の思いとしては、２回ほどの専門部会での

協議を経て、その部会でのまとめをもって、今年度３回目の全体での協議会を開催してい
ただき、答申につなげていただければと思っております。 
もちろん、協議の状況によりまして、開催回数については、必要に応じ調整させていた

だきながら、と考えておりますが、２７年度中に、つまり、来年の３月までに答申をいた
だきたいと考えているところであります。 
ただ、事務局のスケジュール感としましては、３月答申を最長の期間と考えておりまし

て、可能でありましたら、２月初め頃になんとか、答申を頂くことができないものかと考
えているところであります。 
以上、協議の進め方とスケジュールの説明とさせていただきます。 
何卒、よろしくお願いいたします。 
ありがとうございました。この資料２に従いまして、できれば来年の２月中に出すとい

うことですので時間的にはあまりないと思うんですけれど、ご意見いかがでしょうか。 
それでは、事務局案をお諮りしたいと思います。まず、専門部会を設定してよろしいか

ご審議願います。 
異議なし。 
ありがとうございます。 
それでは、専門部会を設定するということで、協議会の規則の第８条２項に従いまして、

専門部会の委員を、できましたら医療関係団体、学識経験者のみなさん、市民の方々の中
からということで、私の方から委員を指名させていただいてよろしいでしょうか。 
異議なし。 
ありがとうございます。 
それでは、歯科医師会のほうから藤木さん、薬剤師会の方から三宅さん、学識経験者の

方から藤原さん、久さん、臼井さん、それと日下さん、野平さん、横谷さん、寳田さん、
田川さん、山上さん、私の１２名で専門部会をさせていただいてよろしいでしょうか。 
異議なし。 
ありがとうございます。 
それではこの１２名で、専門部会でこの健幸づくり条例の素案を作り、本会で諮って行

きたいと思います。 
専門部会で１２名の方が推薦され、その答申が２７年度中ということなんですけど、１

２名できっちりと協議された後に、私達（１２名以外）の方にはどのような形で伝えられ
るのでしょうか。というのが、条例の制定はたぶん予定としては２８年６月議会で行ける
んだろうなと思うのですが、その間もなしに１２名の方で決定されても、私達（１２人以
外）は何のために参加しているのかということもあるので、そこら辺の説明だけお願いし
ます。 
資料２の「条例制定スケジュール（案）」をご覧いただけますでしょうか。この中で、今

日の健康づくり推進協議会の後、専門部会を今のところ２回の予定、進行により３回にな
る可能性もあると思っておりますが、専門部会である程度検討いただいたものを、第３回
協議会でみなさんに集まっていただいて、条例の校正についての確認修正、答申書につい
ての意見交換をしていただくということで考えております。 
１回、このような全体で集まる機会をいただき、専門部会で練っていただいて、そこで

意見交換をさせていただいて答申を出すということでいいんですね。 
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そうですね、これは今、案ですから２月とかいてありますが、いろんな議論が白熱した
りすれば延びることもあるというふうに考えていいですね。 
そのとおりでございます。 
他にご意見ございませんでしょうか。 
では、専門部会に任命された１２名の方、また、活発なご意見をよろしくお願いします。

素案を作りそのたたき台を持って３回目の協議会で十分に協議していただくということで
すよね。 
はい。事務局の方で素案については作成いたしまして、その素案を専門部会で揉んでい

ただきまして、そのまとめを持って協議会の方にまたお返しするというような流れになろ
うかと思います。よろしくお願いいたします。 
ありがとうございます。 
それでは、続きまして、協議事項の③「（仮称）健幸まちづくり条例（素案）要綱の概要

について」、事務局の方からご説明をお願いします。 
それでは、（仮称）川西市健幸まちづくり条例（素案）要綱の概要についてご説明させて

いただきます。 
恐縮ですが、資料３の条例（素案）要綱をご覧ください。 
まず、この条例（素案）要綱は、基本的な考え方を述べた、いわゆる「理念条例」とし

てまとめているところであります。 
また、条例名についてでありますが、今年度の施政方針では、「（仮称）川西市健幸づく

り条例」とされていたところですが、事務局案を作る過程で、健康づくりを核にしつつ、
健康で幸せ「健幸」につながる幅広い視点からまちづくりに取り組むという条例にする必
要があると感じております。 
そこで、条例名を「川西市健幸まちづくり条例」としてお示ししたところです。 
 次に、その構成でございます。 
条例の趣旨を理解してもらうため、前文を設けました。条例を制定するに至った背景、

条例の必要性、条例制定の意義を明らかにしています。 
条文でございますが、１の目的では、本条例に規定する事項を明らかにし、活力ある健

康長寿社会の実現に寄与することを目的としています。 
２の定義では、この条例で使用する用語、健幸、健康づくりなど7つの用語の定義を定め

ています。 
３の基本理念では、健幸まちづくりは、① 市民一人ひとりが主体となって、自らの健

康に関心を持ち、ライフステージに応じて生活の質を高めるよう取り組むこと。② 地域
社会全体の取り組みとして、市民の皆さんや健幸まちづくりを推進する様々な実施主体と
市が相互に連携を図りながら協働して推進すること。③ 歩くことをはじめとする身体活
動や運動により、出会いや交流を深め、楽しみながら健康になるだけでなく、地域の活性
化を促すものであるという認識のもとに推進すること。としています。 
４の市民の役割、５の市民公益活動団体の役割、６の事業者の役割、７の学校等の役割、

８の保健医療福祉関係者の役割では、市民の皆さんや健幸まちづくりを推進する様々な実
施主体の役割などを規定しています。  
９の市の責務では、市は、健幸まちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策

定、実施すこと等を明記しています。 
そして１０の基本計画では、健幸まちづくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、基

本計画を策定し、重点的に取り組む４分野に分け施策の基本的な方針等を定めています。 
１１の歩いて暮らすまちづくりの推進に関する施策では、市民が行う主体的な健康づく

りの取組の奨励、多様な地域交流と社会参加ができる環境の整備、健康づくりを支援する
生活環境や交通環境等の整備について規定しています。 
１２のからだと心の健康づくりに関する施策では、生活習慣病等に関する普及啓発、健

検診・予防接種、保健指導等の保健事業、心の健康づくりに関する普及啓発や相談につい
て規定しています。 
１３の歯及び口腔の健康づくりに関する施策では、歯と口腔の健康保持等に関する普及

啓発、歯科保健指導・歯科健診等の歯科保健事業、歯科保健医療サービスを受けるに当り
特に配慮を要する者に対する支援について規定しています。 
１４の食育の推進に関する施策では、食を通じた健康に関する普及啓発、心豊かな食文

化の醸成や食環境づくりに資するための事業について規定しています。 
そして１５では、健幸まちづくりの活動を自主的に展開できる人材の育成及び活用を、

１６では、健幸まちづくりについての理解を深めるための普及活動の推進を、１７では、
委任を そして、付則 それぞれ規定しています。 
以上、（仮称）健幸まちづくり条例（素案）要綱の概要についての説明とさせていただき

ます。 
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何卒、よろしくお願いいたします。 
ありがとうございました。事務局から素案についての説明がありましたが、これを基に

して専門部会で協議していきたいのですが、専門部会に入っておられない委員の方もおら
れますので要望等ありましたらお聞きします。どうですか。 
要綱の２の定義の③、「市民、市内に在住、在勤または在学する者をいう。」とあります

が、学校とかでしたら先生とかいうように、意味は分かるのですが、市民と書いて後ろに
こういう書き方って普通なのかなと思ったのが１つ、先ほどライフステージと言われたの
で、「市民」というところあたりがクエスチョンになりました。それと⑤と⑦の「その他の
団体」とはどういう団体があるのかなと。もう１点は、１０の基本計画（２）の①の「歩
いて暮らすまちづくりの推進に関すること。」、ここに５つ書いているけれども、この①だ
け他の②③と違うような思い、だったら「歩いて暮らせるまちづくりの推進」とか、なん
かちょっと言葉があってもいいのかなと思います。 
ありがとうございます。他にご意見ありませんでしょうか。何かありましたら言ってい

ただければ配慮しながら協議していきたいと思います。 
委員、ないですか。 
専門部会委員のみなさんにお任せします。 
条例をこの後どうやって市民に知らしめていくか、市民に対するものなので、市民に対

してどう落とし込んでいくかを考える必要がある。 
広報活動ということですね。 
一通り目を通したんですが、特におかしいと思うところはなかったんですけども、細か

く読んでいくと、先ほど委員がおっしゃったように文言で何かあるのかなと、もう少し掘
り下げていくためには専門部会の方がいいのかなというような気はいたします。 
１つは健幸ということで非常に素晴らしいことだと思うのですが、健康というのは必ず

しも身体だけでなく社会的にも経済的にも安寧であると規定されておりますので、そこら
へんもカバーして安心できるまちづくりを是非お願いしたいと思っています。それともう
１つは、スマートウエルネスコミュニティ協議会、これはたぶん今、どの自治体もこうい
う分野のＩＣＴ化をめざして、やはり、個人情報は非常にビッグデータということで各企
業が喜んで飛びついてくるというか、例えばお薬手帳なんかも電子手帳にしてクラウドに
投げるのですが、その利用に関しては個人を特定できないようにといって、病気がわかっ
てまちがわかれば誰かというのがすぐわかる状態ですので、結局、紐付すれば個人情報が
漏れているに等しい状態です。川西市におかれましてはそのような失態のないように、意
見を十分交わしていただければと思います。 
ありがとうございました。 
文章が非常に硬いというか、一般市民に展開するには文章そのものをもう少しやわらか

い文章にした方がよりいいのではないかと感じました。よろしくお願いします。 
前提として長寿化とか高齢化が強調されると思うんですが、少子化も大きな問題ですし、

その先に人口減少が待ち構えている訳ですよね、だからその辺にも思いを馳せたような前
提で進めた方が適正ではないかと思います。 
ありがとうございます。貴重なご意見でした。ありがとうございました。今のご意見を

参考にして素案を基にわかりやすい条例になるよう、専門部会で協議していきたいと思い
ます。他、ご意見ございませんでしょうか。それでは事務局の方から。 
ありがとうございます。 
それではその他としまして、７月の協議会でもご説明しました川西市健幸マイレージに

つきまして、９月に募集を行いまして１０月より実施が始まりました。この進捗状況につ
きまして担当からご説明させていただきます。 
それでは、私の方から健幸マイレージの進捗状況等についてご説明させていただきます。 
まず、市民の健康づくりのきっかけ、運動習慣の定着となる取り組みとして、昨年度か

ら健康づくりの取り組みのポイント制度であります健幸マイレージときんたくん健幸体操
の考案、普及を実施して参っている訳ですが、健幸マイレージにつきましては、昨年度の
紙のシート方式から、今年度は文部科学省の補助によりＩＣＴを活用したインセンティブ
付きの取り組みとしまして参加者に歩数計を貸出ししまして歩いていただいたりですと
か、定期的に体組成の測定をしていただいたり、あと、健康や運動に関する行事への参加
という形で、努力をした分が成果となって健康となるだけでなくポイントも還元されると
いう仕組みとなっております。 
今年度は、地域のコミュニティ組織の方や民間の事業者の方を初め、多くの皆様のご協

力をいただき進めているところでして、今回定員が７００名のところを１，７００名のご
応募がありまして、抽選の上、９月末に参加者の説明会を実施しまして１０月から開始し
たところでございます。 
参加者の構成につきましては、６０～７０代の方が７割強おられまして、女性の参加者
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が約６割となっております。ポイント交換を最初に選んでいただくのですが、みなさまご
自分へのポイントの還元だけでなく、今回、寄付としてコミュニティ組織への寄付という
ものも設けておりますが、一部または全部の寄付をご希望いただいた方は全体の９割近く
おられるということです。 
参加者のみなさまですが、毎日大変熱心に取り組んでいただいており、歩くだけでなく

教室に参加していただいたり、毎月、健幸測定会ということで体組成の測定だけでなく効
果的な筋トレの方法などを教える教室を開いたりということで、毎日熱心にお問い合わせ
も頂いております。私達職員も、できるだけ皆様が楽しく続けていただけるように丁寧に
対応し、健幸なまちづくりを目指して、今後につながるように実施して参りたいと思って
おりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。以上でございます。 
ありがとうございます。 
歩こうと思っても歩けない方もおられますので、そういった配慮もしつつ、健幸につい

て協議会の方で考えていきたいと思います。 
その他のご説明がございましたが、他に何かございますか。なければ本日の協議はこれ

で終了ということでマイクを事務局にお返ししてよろしいでしょうか。 
専門部会の日程について伺いたいのですが。 
事務連絡として最後にお伝えさせていただきたいと思います。 
他、よろしいでしょうか。それでは、事務局の方にマイクをお渡しいたします。 
熱心にご議論いただきましてありがとうございます。貴重なご意見をいただきました。

ご意見の内容を踏まえまして、条例制定に向けて準備を進めていきたいと考えております。
よろしくお願い申し上げます。 
事務連絡でございます。 
専門部会の今後の予定でございますが、改めて文書でご案内をさせていただく予定です

が、第１回目の会議を１１月２６日の木曜日、午後４時より医療会館で開催したいと思っ
ております。専門部会の方につきましては万事繰り合わせのうえご参加願います。以上で
ございます。ありがとうございました。 
みなさまのご協力によりまして、これで第２回の健康づくり推進協議会を閉会させてい

ただきます。 
ありがとうございました。 

  

 


